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介護保険課業務継続計画（自然災害等編）の概要 
 

第１章 総則 

１ 位置付け 

大規模な災害、事故、事件等（以下「災害等」と言います。）が発生し介護保険課の通常業

務の実施が困難となる場合に備え、介護保険課において実施すべき事前対策、業務の継続、

縮小又は休止に関する行動基準及び実施事項を定めるものです。 

 

２ 基本方針 

⑴ 生命・安全の確保 

災害等発生時の業務の継続と早期復旧に当たっては、生命及び安全の確保を最優先とし

ます。 

⑵ 生活直結業務及び生活維持・再興に資する業務の継続 

本市被保険者の介護サービス利用に必要な被保険者資格管理、要介護認定や保険給付等

の生活直結業務及び保険料や利用者負担の減免等の生活維持・再興に資する業務を優先業

務として継続し、原則として中断させないよう、また、やむを得ず中断しても許容される

時間内に復旧できるようにします。 

 

３ 対象リスク 

通常業務の実施が困難になる具体的事象として、執務室の使用制限、申請書類の滅失汚損、

情報通信ネットワークの使用制限及び人員不足（出勤不可能な職員の発生）が挙げられます。

これら事象をもたらすものとして、次の４つの事象を対象リスクとします。 

⑴ 大規模地震 

⑵ 水害 

⑶ 火災 

⑷ 情報通信ネットワークのシステムダウン（以下単に「システムダウン」と言います。） 

 

４ 介護サービス事業所に対する情報提供 

市域の広範囲が被災する大規模災害発生時には職員数の減や各種問合せの殺到により事

業所からの相談に対応しきれない事態となることが予想されます。また、郵便や情報通信手

段の途絶時には各種通知事項を郵送、電子メールやホームページ掲載により一斉に周知する

ことができなくなります。 

そのため、介護保険課と介護サービス事業所間で非常時の意識統一を図り、双方が非常時

優先業務を円滑に遂行することができるよう、本計画に定める非常時対処方針の概要版を公

表し、全ての介護サービス事業所に対して定期的に周知します。 

また、過去の大規模災害発生時に発出された各種特例の適用に係る国の通知は、今後の災

害においても同様のものが発出される可能性があります。過去に出された通知を取りまとめ、

通知等が届かない事態が発生しても本市の方針に沿って、また、過去の事例からの類推によ

り介護サービス事業所が単独で適切な判断が行えるように支援します。 
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参考：過去の大規模災害発生時に実施された特例措置（抜粋） 

担当 具体的事項 

特例措置の適用（※） 

東日本 

大震災 

熊本 

地震 

Ｈ３０ 

豪雨 

計画・庶務 

（一部、給付及

び監査指導課所

管を含む。） 

・事業の人員、設備及び運営に関する基

準の特例（入所施設における定員を超

える受入許可等） 

・各種加算の特例 

・利用者自己負担に係る徴収猶予 

〇 〇 〇 

給付 ・利用者自己負担に係る法第５０条及び

第６０条減免 

・被保険者証の提示なしの保険給付 

・暫定ケアプランによる保険給付 

・介護報酬の概算請求 

・負担限度額認定申請の特例 

〇 〇 〇 

資格保険料 ・保険料の減免又は徴収猶予 〇 〇 〇 

・転入者に係る被保険者資格認定と賦 

課猶予 

〇 〇  

認定 ・被保険者証なしの認定申請 〇 〇 〇 

・更新認定に係る１２か月合算措置 

（更新申請必要） 

〇 〇  

・要介護認定等の有効期間の延長 

（更新申請不要） 

  〇 

・主治医意見書の作成の特例 〇   

・介護認定審査会の特例 〇   

    ※「Ｈ３０豪雨」は平成３０年７月豪雨のこと 
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第２章 非常時対応の基礎事項 

 

１ 対応拠点と非常参集 

⑴ 対応拠点 

介護保険課 

所在地    姫路市安田四丁目１番地 姫路市役所本庁舎２階 

 （建物構造） 鉄筋コンクリート造１１階建の２階部分 

 （耐震対応） 耐震対応済 

 （近隣河川） 外堀川 東 150ｍ 

        市川  東 1,100ｍ 

        船場川 西 700ｍ 

 （浸水）   洪水ハザードマップ 

浸水深  100年確率 0ｍ 

    1,000年確率 0.5～3.0ｍ 

         予想浸水継続時間 12時間未満 

        内水ハザードマップ 

浸水深 0.5ｍ未満 

        高潮と津波は被害想定なし 

 （土砂災害） 被害想定なし 

電話番号   ０７９（２２１）２９２３ 

ファクス番号 ０７９（２２１）２９２５ 

電子メール  kaigoho@city.himeji.lg.jp 

備考     使用不能である場合は、管財課等の指示に従い姫路

市役所本庁舎の会議室等を仮拠点とする。 

※被害想定の出典：①姫路市危機管理室作成の洪水ハザードマップ、土砂災害ハザー

ドマップ並びに高潮ハザードマップ ②姫路市下水道整備室作成

の内水ハザードマップ ③兵庫県ＣＧハザードマップ 
 
  ⑵ 非常参集 

勤務時間外に災害等が発生した場合は介護保険課緊急連絡網に沿って緊急連絡を行い、

参集可能な職員は対応拠点へ参集します。 

ただし、市内で震度５弱以上の地震が発生した場合はその最大震度に従って参集すべき

職員があらかじめ決められていることから、職員は連絡又は命令を待たずに各自で情報収

集を行い、職員本人、家族、家屋等の被災状況、参集の可否及び対応拠点への到着予定時

刻を上司に連絡し、参集可能な職員は対応拠点へ参集するものとします。 

 

２ 非常時の連絡方法 

大規模地震の際には携帯電話の通信規制や情報通信ネットワークの途絶により、固定電話、

携帯電話、電子メール、メッセージ・通話アプリ等が使用できない事態も想定されます。 

災害時に最も効果的な通信方法として、携帯電話やスマートフォンのショートメッセージ

サービス（以下「ＳＭＳ」と言います。）が挙げられます。職員は緊急事態に備え、必要な職

員の携帯電話・スマートフォンの番号を自らの携帯端末に登録しておくとともに、機種によ

っては１回の送信につき全角７０文字（半角１６０文字）以内の制限があることから、速や

かに、短文で明瞭に情報を伝達できるよう、情報伝達訓練を適宜行うこととします。 

また、地震災害が発生し被災地への通信が増加した場合には、西日本電信電話株式会社（Ｎ

ＴＴ西日本）が災害用伝言ダイヤル（１７１）を提供します。当サービスは安否確認や被害
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状況報告など複数人で情報を共有したい場合に適しており、災害に備えて体験利用日も設定

されていることから、前述のＳＭＳと同様に情報伝達訓練を通じて習熟するよう努めます。 

 

３ 外部への情報提供の考え方 

平時においては訂正を前提としない正確な情報提供が求められますが、被災時には後日の

訂正を前提としてでも、公益の増進に資するより多くの「確からしい」情報を迅速に提供す

ることが求められます。特に、現在進行形であり確定していない「将来の見通し」のような情報

については、後日の訂正があり得ると必ず留保しつつも、理由を付した上で「業務の完全再開に

要する日数は○○、××の理由により最長で△△日後と想定。本件の第二報は◎◎日に発出予定。」

のように暫定的に発表することとなります。 
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第３章 広域被災時（大規模地震及び水害の発生時）の業務継続計画 

 

１－１ 大規模地震による被災の特徴及び被害想定 

▶ 地震予知研究が進み将来の発生確率は割り出されているものの、発生日時、規模等を確

実に予知することはできず、突然に、準備ができていない状態で災害を迎えることになり

ます。 

▶ 被害範囲が広範囲にわたるが、地盤の固さや建物構造物の耐震性によって被害の程度が

異なります。 

▶ 次のような被害が同時多発的に発生するものと想定しています。 

▷ 職員本人や家族の負傷、家屋倒壊、道路損傷、公共交通機関の不通等により出勤す

ることができない職員が発生する。 

▷ 床にガラスや机上の書類が飛散し、コンピューター等の機器は床に落下し故障する。

コンピューターの故障によりローカル保存のデータが消失する。また、停電が発生し

インターネットの利用が不可となる。 

▷ 電話は設備の被害、停電、通信規制等により不通又は繋がりにくくなり、被害情報

の把握に時間を要する。建物の損傷状況によっては事務所が使用できず仮移転が必要

となる。その他にもガス、水道、下水道等のライフラインが途絶することにより、事

実上事務所が使用できなくなる。 

▷ 職員や建物の被災、物流の途絶、道路の寸断による送迎サービスの停止等により、

介護サービス事業所では通常のサービス提供が不可能又は困難となる。特に物流とラ

イフライン途絶による衛生環境の悪化が懸念される。 

▷ 介護保険課が被災しない場合でも、沿岸部では津波被害、山間部では土砂災害の発

生が懸念される。また、全市的に火災の発生が懸念される。 

なお、姫路市役所本庁舎は津波被害が発生しない想定となっています。 

 

１－２ 水害による被災の特徴及び被害想定 

▶ 水害は台風襲来や集中豪雨により引き起こされるものであり、天気予報や川の防災情報

などを確認することにより大地震に比べると準備ができている状態で災害を迎えること

が可能です。また、浸水の深さは過去の被災歴や各種ハザードマップが参考になります。 

▶ 被害範囲は様々で、河川のはん濫の場合は当該河川の流域の広範囲にわたりますが、高

潮や内水はん濫の場合は局地的です。浸水時に水が自然に引くまでの時間は最大で３日と

想定されていますが、状況によっては数週間程度要するおそれもあります。 

▶ 浸水は淡水、海水、雨水だけではなく未処理の生活排水が混ざることがほとんどであり、

衛生面の悪影響が大きいことに留意が必要です。 

▶ 台風や集中豪雨は主に６月から９月に発生しています。気温及び湿度が高い時期に発生

した場合は体力の消耗や急速な衛生環境の悪化に注意する必要があります。 

▶ 介護保険課は２階に所在し、各種ハザードマップで見積もられている最大浸水深は

1,000年に一度の豪雨時の洪水で 3.0ｍ～5.0ｍとされています。このため浸水は執務室に

届かない見込みです。 

ただし、介護認定調査員事務所は隣接道路や駐車場の地表から若干高い場所に所在して

いますが建物１階部分であり、各種ハザードマップで見積もられている最大浸水深は

1,000年に一度の豪雨時の洪水で 3.0ｍ～5.0ｍとされているため浸水の危険性があります。 

▶ 次のような被害が想定されます。 

▷ 職員本人や家族の負傷、家屋倒壊、道路損傷、公共交通機関の不通等により出勤で

きない職員が発生する。 
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▷ 介護認定調査員事務所は浸水により一部又は全部が使用不能となるおそれがある。

要介護認定に係る書類が流失又は汚損する。水を被ったコンピューターや印刷機が故

障する。 

▷ 電気、通信、ガス、水道、下水道等のライフラインが途絶することにより、事実上

事務所が使用できなくなる。 

▷ 介護事業所の職員や建物の被災、物流の途絶、道路の寸断による送迎サービスの停

止等により通常の介護サービス提供が不可能となる。特に物流とライフライン途絶及

び未処理の生活排水が混じった水が地表に広がることによる衛生環境の悪化が懸念

される。水が引いた後は感染症リスクのある物質を含む粉じんが舞うためにマスクが

必要となる。 

▷ 介護保険課が被災しない場合でも、河川流域では決壊による浸水被害、山間部では

土砂災害、沿岸部や河口部では高潮被害の発生が懸念されます。また、水はけが悪い

低地、都市化が進んだ地域や地下部分では地表に降った雨水を河川等へ排出しきれな

いことによる内水はん濫が起こることもある。 

 

２ 非常時優先業務（市民及び介護サービス事業所に関すること） 

大規模地震や水害により市域の広範囲が被災した場合、市民の生活支援、介護サービス事

業所の事業継続支援及び取引事業者の倒産防止を図るため、執務環境及び必要な人員確保が

でき次第、次の区分により業務を開始・再開します。 

 

[レベル１] 業務開始・再開目標時間を３日以内とするもの 

⑴ 市民の生活支援 

① 市民向けの各種相談対応（介護保険料、要介護認定、介護サービス利用等） 

② 介護保険料や介護サービス自己負担額の減免措置及び猶予措置 

③ 補助金・助成金の支給及び過誤納保険料の還付 

  ⑵ 介護サービス事業所の被害状況調査と継続支援 

① 被害状況調査 

② 備蓄物資の提供（手袋、Ｎ９５マスク等） 

③ 各種相談対応 

  ⑶ 事業者の資金繰り対策（委託料等の代金及び受領委任払保険給付費の支払） 

⑷ 被災情報の発信（介護保険課の被災状況、代替拠点、申請書類の再提出等） 

⑸ 介護保険システムの接続環境の復旧 

 

[レベル２] 業務開始・再開目標時間を１週間以内とするもの 

⑴ 被保険者資格の管理に関する業務（レベル１に該当するものを除く。） 

⑵ 要介護・要支援認定申請の受付及び介護認定審査会における審査・判定に関する業務 

（レベル１に該当するものを除く。） 

   ⑶ 兵庫県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」と言う。）への受給者台帳データの 

送付 

⑷ 被災地域を対象とする介護報酬や事業所運営基準の特例措置に係る情報提供 

   ⑸ 書類等の保全 

 

[レベル３] 業務開始・再開目標時間を１か月以内とするもの 

⑴ 受給者情報の管理及び各種介護保険給付に関する業務 

⑵ 介護保険料の調査、賦課及び徴収に関する業務 
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４ 検討事項 

⑴ 職員各自の３日分の飲料水と食糧の備蓄、適切な休息の確保 

⑵ 職員の融通 

⑶ 参集困難な職員が果たすべき役割 

⑷ 事態の長期化に備えた事務用品の備蓄 

⑸ 執務室が使用不可能となった場合の業務実施体制 

⑹ 情報共有 

⑺ 業務データの保存とバックアップ 

⑻ システム利用業務を手書きで代替する場合のマニュアル整備 

⑼ 最低限持ち出しが必要な書類・記録媒体 

⑽ 身分証明書を持たない者に対する被保険者証の再発行 

⑾ 計画の周知と訓練の実施 

⑿ オフライン業務体制の準備 

⒀ 備蓄中の衛生用品の避難 
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第４章 市単独被災時（火災及びシステムダウンの発生時）の業務継続計画 

 

１－１ 火災発生時の被害の特徴及び被害想定 

▶ 介護保険課の業務では火気を扱わず、また、庁舎内は禁煙であることから、火の不始末

を原因とする火災の発生リスクはないと考えられます。ただし、給湯室など介護保険課以

外の部分からの出火、トラッキング現象（※１）及び放火の３つの火災発生要因を考慮し

た事前対策が必要と考えています。 

 （※１）トラッキング現象 

コンセントに長期間電源プラグを差し込んだままにしておくと、コンセントとプラ

グとの隙間にほこりが徐々に溜まり、このほこりが空気中の水分などを吸うことによ

りプラグの両刃間にわずかな電流が流れるようになる。この漏電を原因として発火す

る現象をトラッキング現象といい、最悪の場合は火災を引き起こす。執務室ではコン

ピューターや印刷機等の電子機器を多数使用しており、注意が必要である。 

▶ 執務室には大量の書類を保管しており、個人情報を含むものについては鍵付き書庫に保

管していますが、机上で保管しているその他の書類や備蓄している用紙などもあり、可燃

物が大量にあります。また、新型コロナウイルス感染症の流行により手指消毒用の高濃度

エタノール液、ビニール手袋やプラスチックガウン等の可燃物を保管するようになったこ

とから、これら可燃物が被害を拡大させないように対策を講じる必要があります。 

▶ 火災の原因が大規模地震による場合は、火災のみを取り上げることなく大規模地震に対

応した業務継続を考えることになりますが、不審火や放火による庁舎火災が発生した場合

は、市中の被災はなく市民及び事業者の活動が通常どおり行われていることになります。 

▶ 介護保険課に関連するものとして次のような被害が想定される。 

▷ 各種申請書や永年保存の重要書類等が焼失汚損する。受付・処理履歴をデータ登録

していない申請書等については再度の提出が必要となるため市民や事業者に対する

情報提供や聞取りに時間を要する。 

▷ 火災の熱や消火活動の水などが原因でコンピューターや印刷機が故障する。クラウ

ド上に保存していないデータが復旧できない。 

▷ 執務室が数か月にわたって使用不能となりその間は代替場所で業務を行うことに

なると考えられるが、職員が使用するコンピューターや印刷機、机等の調達に時間を

要することから通常業務の実施が困難となる。 

 

１－２ システムダウン発生時の被害の特徴及び被害想定 

▶ 介護保険課の事務のほとんどはコンピューターと情報通信ネットワークなしでは成り

立たなくなっています。被保険者資格管理、保険料の賦課徴収、要介護認定や保険給付に

関するパッケージソフト以外にも、本市の共有ファイルサーバーに保存しているデータは、

停電や情報通信ネットワークのシステムダウン時には全て利用できなくなります。また、

本市の文書管理システム及び財務会計システムも同様に利用できなくなります。 

▶ 一時的なシステムダウンについては復旧すれば使用できるようになりますが、悪意ある

サイバー攻撃によりデータが暗号化されデータ復旧に手間取る事態が発生すると長期化

し、最悪の場合、完全な復旧は困難となります。サイバー攻撃の防御策については他課の

管轄となりますが、実際に発生した場合にも介護保険関連業務を継続しなければならない

ため、対策が必要であると考えています。 

（具体的事例） 

令和３年１０月３１日に徳島県つるぎ町立半田病院で発生したシステム障害では、デ

ータを勝手に暗号化し、復旧と引き換えに身代金を要求するコンピューターウイルス
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「ランサムウエア」に院内のシステムが感染したことにより、患者約８万５０００人分

の電子カルテが見られず、診療費の会計もできなくなった。外来患者の新規受け入れを

全面的に停止し、診察内容は手書きでカルテに記録するなど対応に追われている。現時

点で復旧の見通しは立っていない。（令和３年１１月１２日毎日新聞記事より抜粋） 

▶ システムダウンの原因が大規模地震や水害等の災害による場合は、システムダウンのみ

を取り上げることなく災害に対応した業務継続を考えることになりますが、姫路市役所単

独でシステムダウンが発生した場合は、市中の被災はなく市民及び事業者の活動が通常ど

おり行われていることになります。 

▶ 介護保険課に関連するものとして次のような被害が想定されます。 

▷ 被保険者資格管理、保険料の賦課徴収、要介護認定及び保険給付については、市民

や事業所からの問い合わせへの対応、データに基づく正確な帳票発行等が不可能とな

る。急を要する場合は手書き対応が想定される。 

▷ データの復元が不可能である場合や、一時的にデータベースを手作業で復旧させる

場合は、データ入力手間が膨大なものとなる。 

 

２ 非常時優先業務（市民及び介護サービス事業所に関すること） 

市中の被災はなく市民及び事業者の活動が通常どおり行われていることを想定し、次のよ

うに非常時優先業務を定めます。なお、大規模地震や水害に伴い火災やシステムダウンが発

生した場合の非常時優先業務は、この章と前章に定める非常時優先業務が混在することにな

ります。 

 

[レベル１] 業務開始・再開目標時間を３日以内とするもの 

⑴ 被害の概要把握、庁内関係課等への報告及び被災情報の発信 

   ⑵ 書類・記録媒体の保全 

⑶ 介護保険システム端末の確保及び接続環境の復旧 

 

[レベル２] 業務開始・再開目標時間を１週間以内とするもの 

⑴ 被害の全容把握と必要な物品の確保 

   ⑵ 兵庫県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」と言う。）への受給者台帳データの 

送付 

[レベル３] 業務開始・再開目標時間を１か月以内とするもの 

 なし 

 

３ 検討事項 

⑴ 耐火書庫での書類保管 

⑵ 重要書類のデジタルデータ化、業務のペーパーレス化、紙と電子の共存 

⑶ 業務データの保存とバックアップ 

⑷ システム利用業務を紙で代替する場合のマニュアル整備 

⑸ 最低限持ち出しが必要な書類・記録媒体 

⑹ 防火知識の普及 

⑺ 情報セキュリティ知識の普及 

⑻ システム利用業務を紙で代替する場合のマニュアル整備 

⑼ 情報共有の方法 

⑽ 事態の長期化に備えた事務用品の備蓄 
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第５章 必要な物品備蓄 

 

災害の発生後は、納入業者の業務縮小・停止や物流の悪化により、必要な物品を発注できた

としてもすぐに届かないおそれもあります。また、大規模地震や水害の発生時にはライフライ

ンの途絶や未処理の生活排水等が混じった浸水による衛生状態の悪化、災害復旧作業における

粉じん、有毒物質や病原体への曝露などのおそれがあります。 

介護保険課では新型コロナウイルス感染症の流行の後、感染症まん延防止対策として「介護

保険課業務継続計画（感染症編）を策定し、各種の衛生用品を備蓄しています。これら備蓄物

資は災害発生時の感染症まん延防止対策にも必要であることから、被災の実態を踏まえて介護

サービス事業所向けに取崩す又は貸与する場合があります。 
 

⑴ 消毒液 

必要に応じて消毒液噴霧器を貸与 

⑵ 不織布マスク 

粉じんが舞わず悪臭も少ない比較的衛生状態の良い環境下での使用を想定 

⑶ Ｎ９５マスク 

粉じんが舞う、悪臭が漂うなど健康を害するおそれがある環境下での使用を想定 

⑷ その他 

災害復旧及び感染症まん延防止のために必要な範囲でガウン、フェイスシールド等の備 

蓄物資を放出 

 

（提供物品リスト） 

品目 令和 4 年 2 月 1 日時点の備蓄数量 

エタノール（危険物） 80 リットル 

消毒液（非危険物） 380 リットル 

医療用マスク 24,000 枚 

不織布マスク 389,000 枚 

Ｎ９５マスク 9,500 枚 

ガウン 15,400 着 

サージカルキャップ 20,900 着 

シューズカバー 18,000 枚（9,000 組） 

フェイスシールド 2,100 枚 

ゴーグル 2,400 個 

ニトリル手袋 Ｓ・Ｍ・Ｌサイズ合計 147,800 枚（73,900 組） 

ＰＶＣ手袋 Ｓ・Ｍ・Ｌサイズ合計 481,000 枚（240,500 組） 

 

（貸出物品リスト） 

品目 令和 4 年 2 月 1 日時点の備蓄数量 

消毒液噴霧器 12 リットル用４台、5 リットル用４台 

 


